
 

 

総合相談支援事業の一部委託について 
 

１ 経過・概要 

   地域包括支援センター（以下「センター」という。）の業務負担軽減を図るた

め、令和６年度の介護保険制度改正により「総合相談支援事業」の一部を指定居

宅介護支援事業者等へ委託ができるようになりました。 

   一部委託を受けることのできる者については以下のとおりです。 

・ 指定居宅介護支援事業者 

・ 老人介護支援センターの設置者 

・ 一部事務組合又は広域連合を組織する市町村 

・ 医療法人 

・ 社会福祉法人 

・ 特定非営利活動法人 

・ その他市町村が適当と認めるもの（地域包括支援センターの設置者を除く） 

   なお、地域包括支援センター（委託型）の設置者が一部委託を行う際は、あら

かじめ運営協議会の意見を聴いたうえで所定の事項を届け出ることとしていま

す。 

 

 

２ 今後の方針（案） 

   現在、当市においては地域包括支援センター及びブランチ、または在宅介護支

援センターにおいて業務が滞りなく行えている現状から、外部へ業務委託を行う

意向はありません。 

今後、一部委託の必要性が生じた際には運営協議会にてご協議をお願いしたい。 
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引用：厚生労働省「令和６年度地域支援事業実施要綱等改正の概要」 


